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○
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
七
十
七
号

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
四
十
一
条
の
二
及
び
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
（
平
成
二
年
運
輸
省
令
第
二
十
二
号
）
第
十
二
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら

の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
、
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す

る
実
施
要
領
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実

施
要
領
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
三
月
二
十
九
日

国
土
交
通
大
臣

斉
藤

鉄
夫

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
運
輸
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領
及
び
貨

物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領
の
一

部
を
改
正
す
る
告
示
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（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領
の
一

部
改
正
）

第
二
条

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
に
基
づ
く
運
行
の
管
理
に
関
す
る
講
習
の
認
定
に
関
す
る
実
施
要
領

（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
四
百
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が
同
一
の
も
の
は
当
該
対

象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
そ
の
標
記
部
分
が
異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規

定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す

る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る

も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
遵
守
事
項
）

（
遵
守
事
項
）

第
九
条

講
習
の
実
施
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
講
習
を
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条

講
習
の
実
施
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
遵
守
し
て
講
習
を
実
施
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

次
の
い
ず
れ
か
に
掲
げ
る
方
法
に
よ
り
、
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、

講
習
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ

運
行
管
理
者
指
導
講
習
手
帳
（
以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
の
交
付

ロ

手
帳
（
他
の
実
施
者
が
交
付
し
た
も
の
を
含
む
。
）
へ
の
記
載
等

ハ

修
了
証
明
書
（
当
該
修
了
証
明
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
記
録
し
た
電
磁

的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に

よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
含
む
。
）
の
交
付

八

初
め
て
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
運
行
管
理
者
等
指
導
講
習
手
帳
（

以
下
「
手
帳
」
と
い
う
。
）
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

九

講
習
を
修
了
し
た
者
の
手
帳
（
他
の
講
習
の
実
施
者
が
交
付
し
た
も
の
を
含

む
。
）
に
講
習
を
修
了
し
た
旨
の
証
明
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
削
る
）

十

基
礎
講
習
を
修
了
し
た
者
に
対
し
て
、
修
了
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
で
あ

る
こ
と
。

九

手
帳
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
っ
た
者
等
か
ら
、
手
帳
の
再
交
付
の
申
請
が

あ
っ
た
と
き
は
、
手
帳
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
一

手
帳
を
汚
し
、
損
じ
、
又
は
失
っ
た
者
等
か
ら
、
手
帳
の
再
交
付
の
申
請

が
あ
っ
た
と
き
は
、
手
帳
を
交
付
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
受
講
履
歴
の
証
明
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
保

存
し
て
い
る
修
了
者
台
帳
の
記
録
に
基
づ
き
受
講
の
証
明
を
行
う
も
の
で
あ
る

こ
と
。

十

受
講
者
か
ら
受
講
履
歴
の
証
明
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
第
六
号
の
規
定

に
よ
り
保
存
し
て
い
る
修
了
者
台
帳
の
記
録
に
基
づ
き
受
講
の
証
明
を
行
う
も

の
で
あ
る
こ
と
。

（
新
設
）

十
一

受
講
者
が
所
属
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
か
ら
の
修
了
試
問

の
結
果
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

十
二

受
講
者
が
所
属
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
等
か
ら
の
修
了
試
問

の
結
果
に
関
す
る
照
会
に
対
し
て
速
や
か
に
回
答
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




